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令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

金」等に係る補助事業者（執行団体）の公募について【公募要領】 
 

 

令和６年 11 月 29 日 

地 球 環 境 局 

地域脱炭素推進審議官Ｇ 

環境再生・資源循環局   

水 ・ 大 気 環 境 局   

 

 

環境省では、令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」等の交付

の決定を受けて補助金交付事務を行う事業者（執行団体）を公募します。 

応募方法その他留意点はこの公募要領に記載するとおりですので、応募される方は熟読し

てください。 

 

※ 補助金の交付を受けて事業を実施する事業者（間接補助事業者）の公募は、執行団体の選

定後、別途実施します。 
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公募要領目次 

 

Ⅰ．令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」等に係る補

助事業者（執行団体）の公募について 

１．補助金の目的 

２．定義 

３．補助金の内容 

４．補助事業者の採択 

５．採択における評価項目 

６．応募の方法 

 

Ⅱ．留意事項等について 

１．基本的な事項 

２．補助金の交付 

３．補助事業の完了 

４．補助対象経費 

５．留意点 
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Ⅰ．令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」等に係る補

助事業者（執行団体）の公募について 

 

※ 本公募は、令和６年度補正予算成立後において、事業を円滑に開始できるよう成立前に実

施するものです。当該補助事業は予算成立が前提であり、かつ、今後内容等に変更があり

得ることをあらかじめご了承ください。 

※ 本公募では、複数の事業を同時に公募するため、各事業の内容については、環境省ホー

ムページに掲載される事業ごとの資料を参照してください。 

（URL：http://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/koubo.html） 

 

１．補助金の目的 

この補助金は、令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出対策事業費等補助金」等を財源

として給付金を交付する事業（以下「間接補助事業」という。）に要する経費を補助するこ

とにより、各事業の交付要綱等で定める事業目的の達成に資することを目的としています。 

 

２．定義 

本公募における用語の定義は、以下のとおりです。 

① 間接補助事業 

各事業の交付要綱等で定める事業をいいます。 

② 間接補助事業者 

間接補助事業を行う者をいいます。 

③ 補助事業 

間接補助事業者に対して間接補助事業に要する経費を補助する事業及び当該事業に必

要な事務をいいます。 

④ 補助事業者 

補助事業を行う者（執行団体）をいいます。 

⑤ 補助金 

本公募の対象である「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」、「脱炭素成長型経済構

造移行推進対策費補助金」及び「環境配慮行動普及促進事業費補助金」をいいます。 

⑥ 間接補助金 

補助事業者が国から交付を受けた補助金を財源として、間接補助事業者に対して交付

する補助金をいいます。 

 

３．補助金の内容 

（１）公募対象事業の一覧 

本公募で対象となる各補助事業の予算額及び事務費（補助事業の事務を行うために必

要な経費）の上限額については、別紙「令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対

策事業費等補助金」等に係る間接補助事業公募対象一覧表」（以下「公募対象一覧表」と

いう。）のとおりです。 
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（２）補助事業者 

非営利型法人（一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人等）のうち

から、１法人を補助事業者として採択します（採択の詳細については４．を参照。）。 

補助事業をコンソーシアム形式（補助事業を複数の事業者と共同して実施すること）に

より申請する場合には、代表者を決めていただくとともに、代表者が応募申請書を提出し

てください。（ただし、代表者が補助事業の全ての業務を他の者に実施させることはでき

ません。）なお、共同して補助事業を実施する者（共同実施者）は、代表者と同じく非営

利型法人を原則とします。 

 

（３）補助事業の期間 

  原則として令和７年３月 31日まで（単年度）となります。 

ただし、「公募対象事業一覧表」のうち、No.９「業務用建築物の脱炭素改修加速化事

業」については、国庫債務負担行為の事業のため、令和 10年３月 31日まで（４箇年度）

となります。 

なお、事業の計画・進捗等を踏まえ、必要に応じて環境省において財政当局に対し予

算の繰越手続きを行う予定です。 

 

（４）補助事業の経理等 

補助事業に関する経理については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に

区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければなりません。また、帳

簿及び全ての証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間、保存してお

かなければなりません。 

環境省は、補助事業実施期間中に、補助事業の執行に要する経費について補助事業者に

対する検査を実施することとしており、補助事業の一部を第三者に委託（コンソーシアム

形式、外注又は再委託）して実施する場合にあっては、当該実施者に対しても環境省が直

接検査を行うことがあります。 

 

（５）概算払 

補助金のうち概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとし、支払時期につい

ては環境省と協議の上、請求できるものとします。ただし、概算払に当たっては財政当局

との協議を要するため、必ずしも希望に添えない場合があります。 

① 事業費 

間接補助事業者に対して支払う間接補助金として必要な額 

② 事務費 

事務に要する費用の支払に必要な額 

 

（６）間接補助事業の指導監督 

補助事業者は、間接補助事業者が行う間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業
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者に対して間接補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求めると

ともに、それにより得た情報を適時適切に環境大臣に報告するものとします。 

また、補助事業者は、間接補助事業の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、又は生

ずるおそれがあると認められる場合には、環境大臣に速やかに報告するとともに、その指

示を仰ぎ、間接補助事業者に対して必要な改善を指導するものとします。 

 

（７）その他 

（１）から（６）に掲げた事項を含め、交付要綱及び実施要領において、補助事業及び

間接補助事業の詳細について定めますので、必ず交付要綱等に従って補助事業を遂行し

てください。また、交付決定後の補助事業に係る具体的な経理処理、確定検査を実施する

際に準備しておく資料等については、「環境省所管の補助金等に係る事務処理手引」（平成

28 年４月環境省大臣官房会計課）に基本的事項を記載しておりますので、補助事業を開

始される際にあらかじめ内容を確認してください。 

○環境省所管の補助金等に係る事務処理手引 

URL：https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_03.html 

 

４．補助事業者の採択 

一般公募を行い、採択します。応募者より提出された応募書類について、書面審査及び評

価委員会による審査を行います。 

評価委員会は、書面審査を通過した応募書類について、「令和６年度（補正予算）「二酸化

炭素排出抑制対策事業費等補助金」等に係る補助事業者（執行団体）応募書類審査の手順に

ついて」（別添１）及び「令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」

等に係る補助事業者（執行団体）応募書類審査基準及び採点表」（別添２）に基づき厳正に

審査を行い、補助事業者を採択します。なお、採択に当たり、評価委員会での指摘事項等を

踏まえて、補助事業の実施に関する条件を付すことや、事業実施計画書の内容の変更を指示

することがあります。 

 

５．採択における評価項目 

補助事業者の採択における評価項目は、評価委員会での審査を総合的に評価するものと

します。なお、応募内容について有識者等で構成される評価委員会において応募者よりヒア

リングを行う場合があります。 

 

６．応募の方法 

（１）応募方法 

本公募では、補助金申請システム「jGrants」（Ⅱ．５（５）参照）にて応募を受け付け

ます。補助事業者に係る応募に必要な書類を、公募期間内に jGrantsより環境省に提出し

てください（書面による提出は不要）。 

※複数の事業に応募される場合には、事業ごとに応募してください。 

※jGrantsを利用するには、「ｇBizIDプライム」の取得が必要です。 

※jGrants 操作方法：https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_03.html
https://www.jgrants-portal.go.jp/
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画面上部「申請の流れ」タブ＞「事業者クイックマニュアル」をご確認ください。 

 

（２）公募期間 

 令和６年 11月 29日（金）～令和６年 12月 16日（月） 

 

（３）応募に必要な書類及び提出方法 

① 応募に必要な書類 

・応募申請書【様式１】 

・事業実施計画書【様式２】 

法人の定款、法人の概要が分かる説明資料、過去２決算期の事業報告及び決算報告
※を添付してください。 

※申請時に、法人の設立から１会計年度を経過していない場合には、補助事業を行う年度の事業計画（案）及び収

支予算（案）、法人の設立から１会計年度を経過し、かつ、２会計年度を経過していない場合には、直近の１決算

期に関する事業報告及び決算報告を提出してください。 

・事務費用内訳【様式３】 

様式に従い、補助事業に関する事務を行うために要する費用の見込みを記載して

ください。 

② 提出方法 

①に示す様式１～３及び添付資料について、jGrantsにより提出してください。提出

する電子データは、(a)様式１～様式３を PDF化してひとつのファイルに統合したファ

イル及び(b)様式１～３の word（docx や doc 形式）又は excel 形式のデータの両方と

してください（jGrantsの都合上、提出できる容量は１ファイル当たり 16MBを目安と

してください）。提出後、jGrantsから受領の通知がされます。 

なお、添付書類である法人の定款等については、それぞれ PDFファイル等により電子

化の上、jGrantsにより合わせて提出してください。 

応募書類のデータ容量が大きい等の理由で jGrants での提出ができない場合には、

別途（５）に記載する連絡先に相談してください。 

（ファイル提出例） 

・様式１～３ 応募申請書・事業実施計画書・事務費用内訳.pdf 

・様式１ 応募申請書.doc 

・様式２ 事業実施計画書.doc 

・様式３ 事務費用内訳.xlsx 

・添付１ 法人の定款 

・添付２ 法人概要 

・添付３ 事業報告・決算報告 

 

（４）説明会の開催 

   補助事業に係る説明会を以下のとおり開催しますので、本説明会に参加する場合は本

公募要領及び応募対象事業に係る資料をダウンロードの上、出席してください。 

   説明会に参加を希望される方は、令和６年 12 月５日（木）12 時までに、「令和６年度
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（補正予算）補助事業者（執行団体）の公募説明会参加登録」と明記し、氏名、所属及び

役職、連絡先（電子メールアドレス、電話番号）を記入の上、（５）の連絡先までメール

によりご登録ください。 

○日 時 

令和６年 12月６日（金）11時～12時（WEB開催） 

 

  ※開催日の前日までに WEB会議室の URLをメールにて通知します。 

  ※令和７年度当初予算に係る説明を行うものではありません。 

  ※公募説明会では各事業内容の説明は行いません。応募を検討されている方は、必要に

応じ事業概要に記載されている担当課室へ連絡し、事業概要の説明を受けてください。 

 

（５）公募に関する質問の受付及び回答 

○受付先 

東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎５号館３階 

環境省地球環境局地球温暖化対策課特別会計執行係 

E-Mail：TOKUKAI@env.go.jp 

○受付方法 

電子メールにて受け付けます（電話、来訪等による問合せには対応しません。）。電子

メールの件名は、「令和６年度（補正予算）補助事業者（執行団体）の公募に関する質

問」としてください。回答は、公募期間中、メールをお送りいただいたメールアドレス

に対して随時行います。 

 

（６）応募書類提出後のスケジュール 

応募書類提出後のスケジュールの概略は以下のとおりです。 

書面審査を通過した者を評価するため、評価委員会を開催します。 

 応 募 締 切  

  ↓ 

 応募書類の審査  

  ↓ 

 評 価 委 員 会  令和６年 12月中旬～令和７年１月中旬。応募内容について評価 

委員会において応募者よりヒアリングを行う場合があります。 

  ↓ 

 補助事業者の採択  採択は令和６年度補正予算の成立が前提となるものです。 

↓  

 交付申請書の提出  採択された者は、辞退する場合を除き、予算額の範囲内で交付申

請書及び添付書類を提出してください。 

  ↓ 

 交 付 決 定  

  ↓ 

 補 助 事 業 の 実 施  
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- 9 - 

 

Ⅱ．留意事項等について 

 

１．基本的な事項 

補助金については、令和６年度補正予算の範囲内で交付するものとし、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）及び補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号）の規定によるほか、交付要綱、実

施要領、公募要領及び環境省所管の補助金等に係る事務処理手引に定めるところによるこ

ととします。 

 

２．補助金の交付 

（１）交付申請 

採択された補助事業者は、令和６年度補正予算が成立した場合、補助金の交付申請書を

環境大臣あて提出していただきます（申請手続等は各事業の交付要綱を参照願います。）。 

 

（２）交付決定 

環境大臣は、提出された交付申請書の内容について審査を行い、補助金の交付が適当と

認められたものについて交付の決定を行います。 

 

（３）事業の開始 

補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に事業を開始することが可能となります。 

補助金交付決定日以前に契約等を行った経費は、原則として補助金交付の対象外とな

ります。 

 

３．補助事業の完了 

補助事業を完了したときは、当該事業を完了した日から起算して 30日を経過した日又は

翌年度の４月 10日のいずれか早い日までに、完了実績報告書を環境大臣あて提出していた

だきます。 

 

４．補助対象経費 

  補助対象となる経費については、下表のとおりですが、事業ごとに補助対象経費が異なる

場合がありますので必ず交付要綱等を参照してください。 

１．区

分 

２．補助対象経費 ３．補助率 

事業費 間接補助事業に要する経費 定額 

事務費 報酬、人件費、社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、光熱水料、使用料及賃借料、会議費、役務費、委託料

及び租税公課並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 

定額 

※補助事業の実施に直接必要と判断し難い消耗品費（例：新聞・雑誌等の定期購読、日用品等）

は補助対象となりません。 
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※執行団体としての補助金交付事務について、全部若しくはその主たる部分（事務費の区分欄

の合計額の５０％を超えるものいう）を第三者に委託し、又は請け負わせることはできませ

ん。再委託等を含めた合計額が５０％を超える場合には、環境大臣の承認が必要となります。 

※執行団体としての補助金交付事務について、一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して

実施できる場合は、本公募の応募の際に実施体制として明示されているものに限ります。な

お、実施に関する契約を締結し、補助事業の履行体制を遅滞なく環境大臣に報告するととも

に、公表しなければなりません。 

※環境省は、補助事業の執行に要する経費について検査を実施します。補助事業の一部を第三

者に委託する場合（コンソーシアム形式、外注又は再委託）、当該実施者に対しても環境省

が直接検査を行う場合があります。 

 

５．留意点 

（１）応募書類の取扱い 

提出された応募書類は、応募者に返却いたしません。また応募者に無断で、環境省にお

いて応募書類の審査以外の目的に使用することはありません。なお、行政機関の保有する

情報の公開に関する法律（平成 11年法律第 42号）に基づき、不開示情報（個人情報、法

人等の正当な利益を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合があります。 

 

（２）エネルギー対策特別会計により実施した事業の評価検証等の実施 

   環境省では、エネルギー対策特別会計により実施した事業の二酸化炭素削減効果の評

価検証等を実施しており、その実施に当たって必要となる資料等の提供や協力を求める

場合があります。 

 

（３）補助事業終了後の対応について 

   補助事業終了後においても会計検査院が実地検査に入ることがあるため、適切に対応

していただく必要があります。また、間接補助事業者が取得した財産等のうち、不動産、

船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれらの従物、並びに間接補助事業に

より取得し又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器具、並びにその他

環境大臣が定める財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年

大蔵省令第１５号）を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまでは、補助事業者の

承認手続きを経ることなく、間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、又は取壊し（廃棄を含む。）を行うことはできません。このため、

補助事業者は、間接補助事業者に対する指導や、当該承認手続きを確実に実施させること

など、補助事業終了後においても発生する事務に対応していただく必要があります。 

 

（４）行政手続きコストの削減について 

規制改革推進会議行政手続部会の取りまとめを踏まえ、環境省の行政手続コスト(事業

者の作業時間)削減にかかる「基本計画」における取組を進めるため、特に間接補助事業
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者の公募、交付決定時の手続コスト削減に努めてください。 

○環境省「行政手続コスト」削減のための基本計画 

URL：http://www.env.go.jp/other/costsakugen/index.html 

 

（５）補助金申請システム（jGrants）の利用について 

   デジタル庁において、補助金申請システム（「jGrants」）が運用されています。昨年の

秋の行政事業レビューにおいて、事業者への迅速かつ効率的な給付を可能にするため、国

の既存の給付システムや民間の新たなデジタル技術の積極的な活用を検討するよう、と

りまとめられています。また、令和６年６月１８日に開催されたデジタル行政財政改革会

議のとりまとめ２０２４にて、2025 年度から全補助金でオンライン申請が原則と位置づ

けられていることから、間接補助事業者への間接補助金の交付に当たっては、原則

jGrantsを利用し交付手続きを行うことが必要となります。 

 

（６）その他 

上記のほか、必要な事項は各事業の交付要綱及び実施要領に定めます。 

 

 

  

http://www.env.go.jp/other/costsakugen/index.html
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【様式１】 

令和  年  月  日 

 

環境省[大臣官房地域脱炭素推進審議官／●●●●局長] 殿 

※応募する事業の担当局長等宛としてください。 

 

令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（●●●●

事業）」等に係る補助事業者（執行団体）応募申請書 

※上記補助金名は、No.8「「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）推

進事業」は「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金等」と、No.9「業務用建築物の脱炭素改

修加速化事業」及び No.10～12「商用車の電動化促進事業」は「脱炭素成長型経済構造移行推進

対策費補助金」としてください。 

 

標記について、以下の必要書類を添えて申請します。 

 

 

１．事業実施計画書（様式２） 

２．事務費用内訳（様式３） 

３．法人の定款 

４．法人の概要が分かる説明資料（法人概要パンフレット） 

５．過去２決算期の事業報告及び決算報告（又は事業計画及び収支予算） 

 

 （応募者に関する情報） 

申
請
者 

法人番号  

法人名称  

代表者役職・氏名  

住所  

共
同
実
施
者 

法人番号  

法人名称  

代表者役職・氏名  

住所  

連
絡
担
当
窓
口 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号（代表・直通）  
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E-mail  

 ※コンソーシアム形式により応募する場合は、共同実施者の情報を記載してください。 
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【様式２】 

事業実施計画書 

 

法人について 

法人名  

所在地  

設立    年  月  日 

役員等 ※代表者と理事全員（他の肩書きがある場合はそれを含めて記載してくださ

い。国家公務員経験のある方については最終官職名を明示してください。） 

法人の目的  

 

主な活動  

 

年間の収支予算 ※収入・支出の規模とその項目（別紙でも可） 

職員数 ※提出日時点の職員数（常勤・非常勤含む）を記載してください。 

法人の種類 ※非営利型一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人等の

法人の種類を記載してください。 

決算公告の状況 ※直近の決算公告の公告状況及び公告方法について記載してください。 

 

法人の環境マネ

ジメントシステ

ム等取得状況 

※ＩＳＯ１４００１、エコアクション２１、KES、エコステージ、エコ・ファ

ースト制度、地方公共団体による認証制度等のうち、第三者による環境マ

ネジメント認証取得の有無を記載してください。 

 

組織のワーク・

ライフ・バラン

ス等の推進に関

する認定等取得

状況 

※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推

進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等（プラチナえる

ぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライ

くるみん認定、ユースエール認定等）の有無を記載してください。 

※有の場合は認定等の名称及び認定等の取得日を記載してください。 

 

過去５年間の会

計検査院からの

指摘状況 

※会計検査院より不適切な会計経理の処理等の指摘を受けたことがある場

合には、指摘を受けた年月日を記載してください。 

 

概算払希望有無 ※補助事業者として選定された後、補助金の概算払を希望するかを記載して

ください。また、初回の支払希望時期（●月頃）を記載してください。 
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１．補助事業の実施 

１．（１） 

補助事業の実施

方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※応募しようとする事業の交付見込件数等に基づき補助事業の具体的な実

施方針を記載してください。 

※間接補助事業者の募集方法、申請方法及び審査・採択方法について実施方

針を記載してください。 

※間接補助金交付先の審査に係る審査項目・内容等に関する信頼性の確保手

順等（審査書類の作成手順、チェック体制等）について具体的に記載して

ください。 

※事業実施の年間スケジュール（公募/採択/交付手続きの一覧の流れをスケ

ジュールとして記載してください。別紙にしても構いません。交付決定後、

速やかに公募が開始できるようスケジュールを作成してください。） 

※過去に間接補助金の執行団体として間接補助金の交付事務の実績がある

場合にはそれらを踏まえつつ上記の内容を記載してください（執行団体は

環境省からの補助金に限定しません）。 

 

１．（２） 

間接補助事業の

指導監督を実施

するための方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※間接補助事業者を採択後、間接補助事業の指導監督の方法についての具体

的な取組内容を記載してください。 

※間接補助事業者への完了検査の実施方針について、実施の方針を具体的に

記載してください（過去の実績がある場合には、具体的な完了検査の実施

件数などを記載してください）。 

※過年度に交付した間接補助事業についても監査等を行うことがあります

ので、指導監督の具体的な取組内容の記載に当たってはこの点も留意して

記載してください。 

※過去に間接補助金の執行団体として間接補助金の交付事務の実績がある

場合にはそれらを踏まえつつ上記の内容を記載してください（執行団体は

環境省からの補助金に限定しません）。 

 

１．（３） 

補助事業の交付

事務の効率化の

取組 

 

 

 

 

 

 

※補助事業の実施に当たっての事務の効率化の方法について「環境省行政コ

スト削減計画」を踏まえて、執行団体内での取組、間接補助金の交付に当

たっての取組をそれぞれ記載してください。 

 https://www.env.go.jp/other/costsakugen/pdf/mat4-2.pdf 

○特に、今後、手続きの電子化が推進されることが想定されることから、執

行団体内の電子化対応への取組や応募・申請書類の重複排除、申請項目の

簡素化などを検討し記載してください。 

   

 

https://www.env.go.jp/other/costsakugen/pdf/mat4-2.pdf
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２．実施体制と事務費用の適正性 

２．（１） 

補助事業に関す

る事務を適切に

行うための体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補助事業の実施体制が明らかとなるように体制図により明示した上で、補

助事業の実施に係る役割分担を具体的に記載してください（従事する人数

は必ず記載してください。また、兼務の場合は、見込みの従事比率(エフォ

ート率)を記載してください）。 

※補助事業をコンソーシアム形式によって実施する場合は、代表者を決めて

いただくとともに、共同実施者の体制も含めて記載をしてください。 

※コンソーシアム形式、外注又は再委託が含まれる場合には、実施に係る役

割分担を具体的に記載するとともに、応募者が主たる部分を実施している

ことが明らかになるよう記載してください。 

※具体的に予定している者がいる場合は、氏名及びその者が適当な理由につ

いても記載してください。また、従事者を今後配置する場合には配置方針

等を記載してください。 

※複数の間接補助事業を実施する予定がある場合、兼務の状況が分かるよう

に記載をしてください。 

※環境省では補助事業実施期間中に執行団体への監査を行っています。これ

らの監査（会計検査院への受検対応も含む）への対応に係る体制や方針に

ついて記載してください。 

 

（記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．（２） 

補助事業を行う

に当たっての法

令遵守及び情報

セキュリティを

確保するための

体制 

 

 

※法令遵守、情報セキュリティ及び個人情報保護の体制等を記載してくださ

い。 

※個人情報保護や情報セキュリティに関する規程が整備されている場合に

は、その名称及び制定年月を記載してください。 

 

事務局長 

理事長 

事業担当 経理担当 

●名体制 ●名体制 



 

- 17 - 

 

２．（３） 

補助事業に関す

る事務を行うた

めに要する費用

の合理性 

 

 

※本項目では、補助事業に関する事務を行うために要する費用について、様

式３に記載した費目ごとに積算の考え方を記載してください。その際、効

率的・経済的に執行する方策について明らかになるように記載をしてく

ださい。 

※内訳については、様式２に記載してください。 

 

 

３．法人の業務実績 

 

 

※過去に間接補助金の執行団体として間接補助金の交付事務の実績がある

場合には内容（省庁名、年度、補助事業名等）を記載してください（環境

省からの補助金に限定しません）。 
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【様式３】 

事務費用内訳 

（単位：円）  

必要経費の項目 経費の見積額 

(記載例) 

【人件費】 

人件費 

 

 

 

 

【業務費】 

諸謝金 

 

 

旅費 

 

 

 

消耗品費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

光熱水料 

 

使用料及賃借料 

 

 

会議費 

 

役務費 

 

その他必要な経費 

 

 

事務局長 x,xxx,xxx円 × ●名 ＝ x,xxx,xxx円 

事業担当 x,xxx,xxx円 × ●名 ＝ x,xxx,xxx円 

経理担当 x,xxx,xxx円 × ●名 ＝ x,xxx,xxx円 

計xx,xxx,xxx円 

 

 

審査委員会 xx,xxx円 × ●名 ＝ xxx,xxx円 

計 xxx,xxx円 

 

公募説明会 xx,xxx円 × ●名 ＝ xxx,xxx円 

現地調査  xx,xxx円 × ●名 ＝ xxx,xxx円 

計 xxx,xxx円 

 

消耗品費 xx,xxx円 × ●式 ＝ xxx,xxx円 

 

印刷製本費 xx,xxx円 × ●式 ＝ xxx,xxx円 

 

通信運搬費 xx,xxx円 × ●式 ＝ xxx,xxx円 

 

光熱水料 xx,xxx円 × ●式 ＝ xxx,xxx円 

 

事務所家賃 xxx,xxx円/月 × 12ヶ月 ＝ x,xxx,xxx円 

※事務所賃料を計上する場合には、m2あたり単価を記載してください。 

 

会議費 xx,xxx円 × ●式 ＝ xxx,xxx円 

 

役務費 xx,xxx円 × ●式 ＝ xxx,xxx円 

 

※事業の性質上、特に必要となる経費はその他必要な経費に具体的に計上してください。 

合計額 xx,xxx,xxx円（事務比率●％・再委託比率●％）※２ 

※１ 必要となるすべての事務費用（補助事業に関する事務を行うために要する費用）について記載

してください。なお、３（３）に示す国庫債務負担行為による事業については、複数年度にわた

る総額及び年度ごとの内訳をそれぞれ作成してください。 

※２ Ⅰ ３．（１）に示す上限を超えている場合は、評価点を０点とします。 

※様式２はエクセルにより作成していただいて構いません。 

※補助事業をコンソーシアム形式によって実施する場合は、共同実施の経費は委託費として

計上し、委託費の内訳を様式２に準じて作成してください。 

※委託費を計上する場合、事務費の総額の 50％を超えることはできません。 
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（別添１） 

 

令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」等に係る補助

事業者（執行団体）応募書類審査の手順について 

 

１．評価委員会による審査 

有識者及び環境省職員により構成する「「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」等に

係る評価委員会」において、提出された応募書類の内容について審査を行う。なお、評価委

員会は非公開とする。 

 

２．応募書類の審査方法 

（１）評価委員会委員は、「令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」

等に係る補助事業者（執行団体）応募書類審査基準及び採点表」（別添２）に基づき、以

下の採点基準で採点する。 

  【採点基準】 

 ＜配点＞                  ＜１０点＞＜２０点＞  

・Ａ（優れている）              １０点    ２０点  

・Ｂ（やや優れている）              ８点   １６点  

・Ｃ（普通）                  ６点   １２点   

・Ｄ（やや劣る）                ４点    ８点  

・Ｅ（劣る）                  ０点    ０点  

 

（２）（１）の委員ごとの採点結果を合計した後、出席委員数で除して平均点を求め、その点

数が最も高い者を補助事業者として採択する。 

 

（３）複数の応募者の（２）で算出した平均点が同点の場合、次の①から⑤の順で採択する補

助事業者を選定する。 

① 「Ａ」の数が多い者 

② 「Ａ」の数が同数の場合は、「Ｂ」の数が多い者 

③ 「Ｂ」の数も同数の場合は、「Ｃ」の数が多い者 

④ 「Ｃ」の数も同数の場合は、「Ｄ」の数が多い者 

⑤ 「Ｄ」の数も同数の場合は、委員の多数決により採択 

 

（４）応募者が一者の場合、（２）で算出した平均点が６０点以上であれば補助事業者として

採択することができる。 
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（別添２） 

 

令和６年度（補正予算）「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」等に係る補助

事業者（執行団体）応募書類審査基準及び採点表 

 

 

委員名                    応募者               

審査 

項目 
審査基準 配点 得点 

１ 補助事業の実施   

 

(1) 補助事業の実施方針は事業遂行に当たって適切か。 １０ 点 点 

(2) 間接補助事業の指導監督を実施するための方針は適切であるか。 １０ 点 点 

(3) 補助事業の交付事務の効率化の取組は適切か。 １０ 点 点 

２ 実施体制と事務費用の適正性   

 

(1) 補助事業を適切に行うために必要かつ適正な体制が整えられているか。 ２０ 点 点 

(2) 
補助事業実施にあたり、法令遵守及び情報セキュリティを確保するため

に必要かつ適正な体制を整えられるか。 
１０ 点 点 

(3) 
補助事業に関する事務を行うために要する費用は適正かつ合理的か。 

事務費の上限にかかわらず、総額が低い方が高配点とする。 
２０ 点 点 

３ 法人の業務実績   

  執行団体としての実施実績は豊富か等。 ２０ 点 点 

合 計 １００ 点 点 

 

【採点基準】 

 

 

 <配点>         <１０点>  <２０点>     

・Ａ（優れている）    １０点   ２０点 

・Ｂ（やや優れている）  ８点   １６点 

・Ｃ（普通）       ６点   １２点 

・Ｄ（やや劣る）     ４点     ８点 

・Ｅ（劣る）       ０点     ０点 


